
起業時に必要となる各種申請は、関係

機関ごとに手続が必要であり、所在地も
異なるため、手間と時間がかかる

外国人を含めた起業・開業促進のための
各種申請ワンストップセンターの設置

（特区法第36条の２）

特例措置前

規制改革の内容 規制改革の概要

公証役場

入国管理局都税事務所

税務署

法務局

公共職業安定所

労働基準監督署

年金事務所

東京圏
雇用労働
相談センター

ビジネス
コンシェルジュ

東京

起業に係る手続の関係機関

日本貿易振興機構（ジェトロ）本部7階（アーク森ビル）

・起業手続の負担の軽減
・外国人を含めた起業・開業の促進

起業時に必要な各種申請（定款認証、登

記、税務等）に関係する窓口を一か所に
集約し、各種手続きの相談・対応支援を

総合的に行うワンストップセンターを設置

可能に

効 果

開業に係る手続のワンストップ化
（東京圏の例）

地方出入国在留管理局

特例措置


